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独占禁止法審査手続における手続保障について

・ これまでの経済界等からの主な主張は，欧米における手続保障と同様のものを求めるもの
であるが，行政調査手続の問題は，事件関係人の適切な防御権と違反被疑行為に対する当
局の実態解明機能との間のバランスが重要。

・ 日本と欧米との法制度の相違，すなわち，①調査協力のインセンティブの相違，②調査非
協力，妨害を行うことのデメリットの相違，③違反行為の立証水準等の相違，④供述調書の
重要性の相違などを考慮しないまま，欧米に存在する手続保障を導入した場合には，違反行
為の発見，立証が困難になる。

・ これまでの経済界等からの主な主張は，国内の他の法令において認められていない手続
保障を求めるものでもあるが，実態解明機能と防御権とのバランスのみならず，国内の他の
法令との整合性も考慮した上で，慎重な検討が必要。

・ 特に，より高い権利保障が求められる刑事手続においても認められていない手続保障を，
独占禁止法審査手続に導入することは，当然に日本の法体系の在り方にも波及することとな
る。

手続保障に係る制度については，日本と欧米との法制度の相違，国内の他の法令との整合
性を考慮した上で検討する必要がある。実態解明機能に支障が生じるような手続保障は，我
が国市場における独占禁止法違反行為の排除・抑止による我が国競争秩序についての信任の
維持に困難を来すため，認めることは適当ではない。

欧米との法制度の相違

国内の他の法令との整合性
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米国 ＥＵ

【理由①】調査に協力するインセンティブが大きい。

・ 調査協力は，本案
の量刑の減算事由と
なる。

・リニエンシー適用者
には，刑事訴追免責
や民事損害賠償責任
の縮減等の巨大な報
酬があり，２位以下
の申請者についても
司法取引により調査
協力の度合いに応じ
た裁量的な量刑の軽
減が可能。

・リニエンシーや司法
取引の適用には，全
面的・継続的な調査
協力が条件。

・ 調査協力は，本案
の制裁金の減額事由
となる。

・リニエンシー適用者
には，制裁金が免除
され，２位以下の申
請者も一定の範囲内
で協力の程度に応じ
て裁量的に減額され
る。

・リニエンシーの適用
には，全面的・継続
的な調査協力が条件。

米国 ＥＵ 日本

・カルテル事案の大
半は司法取引によ
って処理されてい
る。

・通信傍受，同意監
察（監視カメラ），
おとり捜査等の強
力な調査手法の存
在（協力者が必要
なため，司法取引
やリニエンシーの
申請が前提）。

・調査協力を促す仕組
み等により，事業者
から違反行為の詳細
が記載されたコーポ
レートステートメン
トが提出される。

・供述聴取が行われる
ことはまれであり，
行うとしても通常リ
ニエンシー申請者の
みに対して実施。

米国 ＥＵ 日本

・調査妨害は，本案の
量刑の加算事由とな
る。

・司法妨害罪（例えば，
証拠の破棄等につい
ては20年以下の禁錮
若しくは罰金又はそ
の両方）及び偽証罪
（５年以下の禁固若
しくは罰金又はその
両方）が，本案とは
別に，単体で科され
得る。

・ 司法妨害により弁
護士資格の剥奪があ
り得る。

・調査非協力・妨害は，
本案の制裁金の増額
理由となる。

・妨害行為単体でも，
本案とは別に，制裁
金（直近事業年度の
総売上高の１％以
下）が課され得る。

日本

・ 調査協力を理由
とした課徴金の減
額はできない。
・リニエンシー制
度（課徴金減免制
度）は存在するが，
①協力の程度に応
じた裁量的な減額
ができず，②協力
が不十分でも容易
に欠格にできない。

・調査妨害を理由
とした課徴金の
増額はできない。

・検査妨害罪（独
占禁止法第94条。
１年以下の懲役
又は300万円以下
の罰金）は存在
するが，刑事訴
訟の立証水準が
高く，告発事例
はない。

・強力な調査手法は
存在しない。

・カルテル事案では
物的証拠が少なく，
立証においては供
述証拠に頼らざる
を得ない。

・リニエンシー申請
者以外の非協力的
な違反被疑事業者
からも聴取する必
要がある。

米国及びＥＵでの手続保障制度の下でも調査に支障が生じない理由

【理由③】違反行為の立証水準が異なる，又は証拠が乏しい
場合でも違反行為の立証が可能。

米国 ＥＵ 日本

・刑事訴訟においては，
カルテル事案は当然
違法とされており，
①会合の機会があっ
たこと,②その機会
に続けて並行行為が
あったことが立証で
きれば,供述証拠が
なくとも，合意があ
ったという推論が許
されている。
・民事訴訟の立証水準
は51％の心証でよい
（証拠の優越）。

・カルテル事案における
違反の目的又は効果の
立証については，競争
制限の目的のみを立証
すればよく，具体的な
制限効果を立証する必
要はない。

・価格引上げの目的につ
いては，①会合に参加
した事実（出張日程
等）と，②会合の議題
を示すアジェンダ，上
司への報告等があれば
推認される。

・ 立 証 水 準 は 高 く
「高度の蓋然性」
（注）が必要。

・カルテルのリニエン
シー事案であっても，
合意の内容を固める
立証が必要である。

（注）経験則に照らし
て関係する全証拠
を総合的に検討し，
特定の事実が存在
したことを是認し
得る高度の蓋然性
を証明すること。

【理由②】調査非協力・妨害を行うことのデメリットが大き
い。
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【理由④】供述聴取に頼らなくとも，違反行為の立証が可能
（強力な調査手法の存在等） 。



調査に協力するインセンティブ（金銭的不利益処分の相違）

 課徴金の水準が低い

 調査協力の状況を課徴金額に反映することができ
ない

 基礎額の加減算の率は，非裁量的に決定

 制裁金・罰金の水準が極めて高い

 調査協力の状況を勘案して，基礎額の加減算を行
うことが可能

 基礎額の加減算の率は，裁量的に決定することが
可能

事件処理に多大なリソースとコストを要する
より少ないリソースとコストで

効率的に事件を処理することが可能

日本 欧州 米国

上限額 画一的に算定されるため，上限額
は設定されていない 全世界年間売上額の１０％ １億ﾄﾞﾙ／利益・損害の２倍

基
礎
額

基本算定率 １０％ ３０％以内 ２０％

対象となる違反行為期間 最長３年 上限なし 上限なし

調査協力・非協力の勘案 ― ○ ○

加減算率 ― 裁量的に決定 裁量的に決定

事業者が事実認定に資する証拠資料や供
述を自ら提出するなど，積極的に調査に協

力するインセンティブが働く

事業者が調査に協力するインセンティブがない

むしろ，課徴金額を減らすことを企図して，事実認定
を困難にさせるよう調査に協力しないインセンティブ

が働いている
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欧米の制裁金・罰金制度日本の課徴金制度



 申請後の調査への協力の程度も勘案して，減額率
を裁量的に決定

 事件調査が終了するまで，当局に全面的・継続的
に協力することが要件

調査に協力するインセンティブ（リニエンシー制度の相違）

日本 欧州 米国

免除される事業者 最大１社 最大１社 最大１社

減額される事業者 最大４社 制限なし 制限なし（※司法取引の場合）

減額率
申請順位・時期により
５０％又は３０％

１位：５０％～３０％
２位：３０％～２０％
３位以降：２０％以内

裁量的に決定

全面的・継続的な調査協力義務 ― ○ ○

 減免申請の順位と時期のみによって，非裁量的に
減額率が決定

 減額の取消しは，虚偽の申請等に限定されている
上，その認定は容易でない

裁量的
に決定

 違反事件の端緒を得るためのツールとしては機能し
ているが，それ以上の協力を促す効果，非協力を抑
止する効果はない。

 違反事件の端緒を得るだけでなく，その後の調査活
動において事業者の協力を得て効率的に事件を処
理するためのツールとしても機能している。

資料提
報告

資料提出

報告

資料提出

申請の順位を確保した事業者に
とっては，これ以上調査に協力す
るインセンティブがない

より多く減額されるよう積
極的に調査に協力するイ
ンセンティブが働く

減額を受けるために満た
すべき最低限の要件
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日本のリニエンシー制度 欧米のリニエンシー制度



刑事手続 行政調査手続

刑事訴訟法
（検察庁）

国税通則法

（国税庁）

金融商品取引法

（証券取引等監視委員会）
独占禁止法

（公正取引委員会）
取引調査（注2）

立入検査・捜索時
における弁護士の
立会い

△
実務上は，弁護人から立会いの希
望があればこれを許容。

×
なお，税理士については，税理士法第
2条第1項の規定により認められてい
る。

× △
事実上許容している。

供述聴取・取調べ
時における弁護士
の立会い

×
実務上は，検察官において，取調べ
の機能を害するか，関係者の名誉，
プライバシー等を害するおそれがな
いか等を考慮して判断。実際に立ち
会わせた実例は，法務省において
は把握されていないとのこと。

×
なお，税理士については，税理士法第
2条第1項の規定により認められてい
る。

× ×

弁護士・依頼者間
秘匿特権

×
なお，弁護士等における押収拒絶権，
証言拒絶権は認められている。

× × ×

供述調書作成時の
写しの交付

× × × ×

自己負罪拒否特権 ○ × × ×

（注1） 法令上，上記の手続保障を認める規定があるものは「○」，認める規定がないものは「×」， 認める規定がないが事実上許容しているものは「△」。
（注2） 金融商品取引法第177条の規定に基づき実施するインサイダー取引等に関する調査。

国内の刑事手続と行政調査手続における手続保障の比較
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（注1） 法令上，上記の調査権限に関する規定があるものは「○」，規定がないものは「×」 。
（注2） 刑事訴訟法の部分は，被疑者に対する強制捜査について記載。
（注3） 金融商品取引法第177条の規定に基づき実施するインサイダー取引等に関する調査。

国内の刑事手続と行政調査手続における法律上の調査権限の比較

刑事訴訟法（注２）

（検察庁）

国税通則法

（国税庁）

金融商品取引法

（証券取引等監視委員会） 独占禁止法

（公正取引委員会）
取引調査（注３）

主な処分の内容 刑事罰
更正決定等

〔法第24～26条等〕
課徴金納付命令
〔法第173条～175条〕

排除措置命令・
課徴金納付命令
〔法第7条，7条の2〕

調
査
権
限

出頭命令等
○

〔法第199条，207条等〕
（逮捕・勾留）

×
○

〔法第177条第1号〕
（出頭命令）

○
〔法第47条第1号〕
（出頭命令）

審尋・質問等 ×
○

〔法第74条の2等〕
（質問）

○
〔法第177条第1号〕

（質問）

○
〔法第47条第1号〕

（審尋）

報告徴取
（報告命令）

× ×
○

〔法第177条第1号〕
○

〔法第47条第1号〕

差押え
提出命令・留置

○
〔法第218条〕
（差押え）

○
〔法第74条の2等，
74条の7〕

（提出命令・留置）

○
〔法第177条第2号〕
（提出命令・留置）

○
〔法第47条第3号〕
（提出命令・留置）

捜索
立入検査

○
〔法第218条〕
（捜索）

○
〔法第74条の2等〕

（検査）

○
〔法第177条第3号〕
（立入検査）

○
〔法第47条第4号〕
（立入検査）

罰則規定 ×
○

〔法第127条第2号，3号〕

○
〔法第205条第6号，
205条の3第1号〕

○
〔法第94条〕
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国内の他の行政調査手続においても，現在議論されている各種の手続保障を認める規定は基本的にはない（５頁のとおり）。

一部の手続保障等において，独占禁止法の行政調査手続と異なる部分もあるが，それらは，下記のとおり，対象とする事案の
特徴等の違いに対応しているものであり，公正取引委員会の行政調査手続には当てはまらない。

・実地調査の事前通知 ： 税務調査の対象者について，事業者は原則として帳簿保存義務
がある（独占禁止法違反を示す物証には基本的に保存義務はなく，
立入検査の事前予告を行えば，証拠隠滅の弊害が懸念される。）。

： 税務調査においても調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あると認める場合などには，事前通知を要しないこととされている。

・質問時の税理士の立会い ： 税理士は申告の段階から関与しているケースが多い（独占禁止
法の供述聴取は違反行為に関与した従業員等が経験した事実を
聴取するものであり，弁護士が経験した事実を聴取するものでは
ない。）。

調査権限と手続保障のバランス①（国内の行政調査手続との比較）
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（例）国税庁の行政調査手続



「個人の基本的人権の保障とを全うしつつ，事案の真相を明らかにし，刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的と
する」（刑事訴訟法第１条）。

・逮捕（刑事訴訟法第199条等）

・勾留（同法第207条等）

・捜索・差押え，検証（同法第218条） 等

➢ 刑事手続において，上記のような手続保障が認められているのは，真相解明のための権限及びこれに伴う権利侵害の程度
等に対応するためのもの。

➢ 刑事手続において，現在，本懇談会において議論されている各種の手続保障を認める規定が置かれていないのは，これらを
導入すれば，真相解明のための権限と手続保障のバランスを失し，真相解明に支障を生ずることが懸念されているためと思料
（次頁を参照）。

➢ 独占禁止法の行政調査手続においても，現在議論されている各種の手続保障を認めれば，調査権限と手続保障のバランス
を失し，実態解明に支障を生ずることが強く懸念される（詳細は資料２－２）。

調査権限と手続保障のバランス②（国内の刑事手続との比較）
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真相解明のための権限

・令状主義（憲法第35条，刑事訴訟法第218条）

・押収拒絶権（同法第105条）

・接見交通権（同法第39条）

・黙秘権，供述拒否権（同法第311条第１項） 等

手続保障規定

刑事手続の目的



 捜索時，供述聴取時における弁護士の立会い ⇒ 保障されていない

・ 刑事訴訟法第39条第１項において，身柄拘束下にある被疑者・被告人と弁護人との接見交通権は保障されているが，被
疑者等の取調べにおける弁護人立会権は規定上保障されていない。

・ 法制審議会（新時代の刑事司法制度特別部会）においても，被疑者の取調べにおける弁護人の立会いについては，弁護
人の立会いを認めるべきという意見に対し，取調べという供述聴取手法の在り方を根本的に変質させて，その機能を大幅に
減退させることとなるおそれが大きいなどの反対意見があったことから，弁護人の立会いについて一定の方向性を得るには
至らなかった。

 弁護士・依頼者間秘匿特権 ⇒ 保障されていない

・ 弁護士・依頼者間秘匿特権に関する規定は置かれていない。

・ 刑事訴訟法第105条（押収拒絶権）（第149条（証言拒絶権）についても同趣旨）において，弁護士等が，業務上委託を受け
たために保管し又は所持するもので他人の秘密に関するものについて，押収を拒絶することが可能。ただし，依頼者本人の
承諾がある場合，押収等の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合等は，この限りではないとされて
いる（刑事訴訟法第105条ただし書）。なお，押収拒絶権の主体は，弁護士等であり，被疑者はその主体ではない。

 供述調書作成時における調書の写しの交付 ⇒ 保障されていない

・ 供述調書作成時に，供述調書の写しの交付を義務づける規定は置かれていない。

・ 供述調書には被疑者等のプライバシーに関わる事項が記載されており，流出した場合には，これを不当に害するおそれ
があること，罪証隠滅のおそれがあることなどから，実務上，取調べ段階においては，供述調書の写しは交付されていない。

（参考） 刑事手続における手続保障
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